
ケアホーム三条　利用料金表　（令和元年10月1日～）

介護保健施設サービス（入所）

要介護度 1 要介護度 4 要介護度 5

※ 老健　Ⅰ-ⅳ　（多床室） 822 1,015 1,070
老健　Ⅰ-ⅱ　（個室） 742 932 988

※

※

※

※

※

④

③

②

①

④

③

②

①

※

※

※

④ 第4段階の方 96,670 103,017 104,826
③ 第3段階の方 70,103 76,450 78,259
② 第2段階の方 62,043 68,390 70,199
① 第1段階の方 47,783 54,130 55,939
④ 第4段階の方 166,611 172,859 174,700
③ 第3段階の方 129,163 135,411 137,252
② 第2段階の方 95,683 101,931 103,772
① 第1段階の方 92,893 99,141 100,982

※示した概算は基本的な項目の計算例であり、他にリハビリテーション実施など、個々のご利用状況により加算がつきます。
※お洗濯につきましては基本的にご家庭でしていただいておりますが、難しい場合は業者への依頼も出来ます　（別料金）
☆利用料金は口座振替で納入していただきたくお願いします（所定の手続きをご案内致します）。

　単位：円／1日当り

サービス名 要介護度 2 要介護度 3

基本料金
（1割負担分）

896 959
814 876

諸加算
（1割負担分）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18 介護職員総数のうち介護福祉士が60％以上

夜勤職員配置加算 24 20名に対して1名以上の夜勤体制

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 14 常勤の管理栄養士による栄養ケアマネジメント

初期加算　　 30 入所後30日以内

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（入所後3ヶ月以内） 240 理学療法士又は作業療法士によるリハビリテーション

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（入所後3ヶ月・週3日限度） 240 理学療法士又は作業療法士によるリハビリテーション

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（当日） 1,650
医師により一般に認められている医学的知見に基づき回復
の見込みがないと診断された入所者に対するターミナルケアﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（前日及び前々日） 820

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（4日～30日） 160
口腔衛生管理体制加算（１ヶ月あたり）　 30 歯科医師又は歯科衛生士による月1回以上の職員への助言・指導

口腔衛生管理加算（１ヶ月あたり） 90 歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上実施、職員への助言等

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認
められる認知症の入所者に対する専門的ケア認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4

若年性認知症入所者受入加算 120 若年性認知症利用者に個別の担当者を定める

経口移行加算 28 食事の経口摂取への移行

経口維持加算（Ⅰ） １月あたり 400 著しい摂食機能障害を有するものを対象とし、経口摂取を維
持するための特別な管理経口維持加算（Ⅱ） １月あたり 100

再入所時栄養連携加算（１回） 400 再入所時に入院先医療機関の管理栄養士と連携した場合

療養食加算 １日につき３回を限度 6 疾病治療の直接手段として提供される食事

低栄養リスク改善加算 １月あたり・６ヶ月以内 300 状態改善の為に会議を行い、計画に基づいた栄養管理

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） １日あたり 46 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合

在宅復帰支援機能加算 10 在宅復帰率30％超、居宅介護支援事業者へ情報提供、調整

かかりつけ医連携薬剤調整加算（１回） 125 処方する内服薬の減少について主治医へ情報提供、調整

外泊加算 362 外泊時、基本利用料の代わりに算定

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（入所中１回） 450 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に訪問

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）（入所中１回） 480 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に訪問

試行的退所時指導加算（月１回・３ヶ月を限度） 400 試行的に退所する場合に退所後の療養上の指導

退所時情報提供加算（１回） 500 退所後の主治医に対して文書による紹介

退所前連携加算（１回） 500 退所後の居宅介護支援事業者へ情報提供、調整

訪問看護指示加算（1回） 300 訪問看護指示書の交付

認知症情報提供加算（入所期間中１回） 350 認知症疾患医療センター等に文書を添えて紹介

認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日を限度） 200 認知症の行動・心理症状のため在宅困難で緊急対応

地域連携診療計画情報提供加算（１回） 300 地域連携による診療計画及び診療情報提供

所定疾患施設療養費（Ⅰ） １日あたり・連続する7日を限度 239 肺炎・尿路感染・帯状疱疹の治療管理
所定疾患施設療養費（Ⅱ） １日あたり・連続する8日を限度 480
緊急時治療管理（1日あたり・連続する３日を限度） 518 病状が著しく変化した場合の緊急的な治療管理

褥瘡マネジメント加算 ３ヶ月に１回 10 褥瘡予防の為に継続的な状態管理をした場合

排せつ支援加算 １月あたり・６ヶ月以内 100 適切な対応で状態の軽減、悪化の防止が見込まれる場合

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記該当の3.9％ 介護職員処遇改善の基準に適合

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 上記該当の2.1％ 介護職員等特定処遇改善加算の基準に適合

食費

利用料負担段階第4段階の方 1,500 1日につき

利用料負担段階第3段階の方 650 1日につき

利用料負担段階第2段階の方 390 1日につき

利用料負担段階第1段階の方 300 1日につき

居住費
（多床室）

利用料負担段階第4段階の方 377 多床室　1日につき（外泊日も算定）

利用料負担段階第3段階の方 370 多床室　1日につき（外泊日も算定）

利用料負担段階第2段階の方 370 多床室　1日につき（外泊日も算定）

利用料負担段階第1段階の方 0 多床室　1日につき（外泊日も算定）

居住費
（従来型個室）

利用料負担段階第4段階の方 1,668 個室　1日につき（外泊日も算定）

利用料負担段階第3段階の方 1,310 個室　1日につき（外泊日も算定）

利用料負担段階第2段階の方 490 個室　1日につき（外泊日も算定）

利用料負担段階第1段階の方 490 個室　1日につき（外泊日も算定）

その他
（保険外）

室料差額（個室）　 1,050 216・217号室（1日につき）

室料差額（二人部屋） 525 207号室（1日につき）

日用品費 135 石鹸、おしぼり、ティッシュペーパー等（1日につき）

教養娯楽費 125 新聞、雑誌、行事・クラブ材料等（1日につき）

テレビレンタル料 50 テレビをレンタルした場合（1日につき）

行事おやつ代 300 茶話会、特別行事の開催時のみ

概算（多床室）
1ヶ月（31日）

（※）+食費+居住費

99,104 101,176
72,537 74,609
64,477 66,549
50,217 52,289

概算（個　室）
1ヶ月（31日）

168,978 171,017
131,530 133,569
98,050 100,089
95,260 97,299
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